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付属資料　１

1-1　航空写真撮影

1-1-1　撮影飛行計画

　HIEI SE-II カメラを航空写真撮影に使用した。本カメラを使用することにより、ラージフォ

ーマットカメラの撮影に比較すると写真枚数が増加するため、撮影飛行計画は写真枚数が最少

となるよう計画された。飛行ラインは、マングローブ林の群生地の状況を考慮して、海岸線に

沿って平行に計画した。

　HIEI SE-II カメラの焦点距離は 120 mm で、有効画郭サイズは 115 mm×115mm なので、縮尺

1:20,000 航空写真撮影計画の諸元は以下の通り。

飛行高度　　：120mm × 20,000　     ＝ 2,400m

ライン間隔　：115mm × 20,000 × 0.3 ＝  920m（ｻｲﾄﾞﾗｯﾌﾟ 30%）

主点間隔　　：115mm × 20,000 × 0.7 ＝ 1,610m（ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟ 70%）

1-1-2  撮影方法

　HIEI SE-II カメラシステムを用いた写真撮影は、一般の航空カメラと同様な方法により実施

された。チャーター航空機の運航速度に従って、自動的にオーバーラップ 60%で撮影するよう、

カメラシステムにデータを入力するため、シャッタースピードが計算された。撮影飛行におけ

るそれぞれの飛行ライン方向は、縮尺 1:50,000 飛行計画図に基づき、機内でカメラマンにより

指示された。飛行コース図は付属資料 2-6 のとおりであり、それぞれのコースの撮影枚数表は

付属資料 2-7 のとおりである。

1-2  略モザイク写真

　マングローブ林資源情報データ作成の基になる基図を作成するため、略モザイク写真が基図

作成のための基礎情報として作成された。基図は略モザイク写真上の平面情報の書き起こしと

製図により作成された。略モザイク写真は、現地調査における植生調査の基礎情報としても使

用された。

　縮尺 1:10,000 モザイク基図は、既存の縮尺 1:50,000 地形図を 5 倍に引き伸ばして作成され

た。モザイク基図の図郭線は、後続作業で作成される基図と同様の寸法、経緯度に分割し、図

郭線の四隅に経緯度を記入した。縮尺 1:20,000 ネガフィルムを用いて、縮尺 1:10,000 の 2 倍

伸ばし写真を作成した。

　縮尺 1:10,000 略モザイク写真は、モザイク基図上に表現されている道路、海岸線、河川、土

地利用といった平面情報と、2 倍伸ばし写真上の共通する平面情報を合わせながら、基図上に 2
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倍伸ばし写真をモザイクし、写真図が作成された。

1-3    基図

1-3-1 作成方法

　縮尺 1:10,000 基図は、略モザイク写真を使用して、森林資源調査で作成される林班図や土地

利用図のための基図として作成された。縮尺 1:250,000 索引図は、データベースに格納される

それぞれの主題図を検索する基図として、既存の縮尺 1:250,000 地形図を使用して作成した。

縮尺 1:10,000 基図の図葉割りは付属資料 2-6 に示す。

　縮尺 1:10,000 基図および縮尺 1:250,000 基図作成の基準は以下の通り。

(1) 図郭線はポリエステルベースに製図する。

(2) 1:10,000 基図の図郭線は、略モザイク写真と同様な寸法（600mm×800mm）及び同様の経

緯度で製図し、1:250,000 索引図は既存図の図郭線と同様な寸法（60’×90’）及び同様の経

緯度で製図する。

(3) 調査団の作成した”図式適用規程”に基づいて、道路、河川、湖沼、海岸線、建物、耕作

地、養魚場、砂地及び森林が、写真判読により 1:10,000 基図の編集素図として描画し、既

存地形図から 1:250,000 基図原図を書き起こす。

(4) 地名、行政界及びマングローブ植生界は、現地調査の成果に従って描画する。

(5) 1:10,000 基図の編集素図は製図により複製され、複製図は現地調査に使用する。編集素

図は、現地調査結果により修正され 1:10,000 基図原図を作成する。

1-3-2 現地再委託

　総ての成果品を予定期間内に作成するため、アパリおよびラモン湾の 2 地域の基図作成業務

は、現地の ACRE SURVEYING & DEVELOPMENT 社に再委託された。1998 年 5 月 4 日に、現地の測量

会社から技術提案書及び見積書を入手するための、業務説明会が行われた。再委託業者の選定

基準は、フィリピン国内での財務面での信頼性があること、要求された製図者、機材及び資材

の十分な供給能力を有すること、国際協力事業団のような機関からの十分な類似調査の経験を

有することについて審査・評価した。評価の結果、ACRE 社がこれらの要求を満たし、応札者の

中で最も安い見積金額であり、再委託者として選定された。

　再委託の内容は以下の通り。



266

(1) 1:10,000 基図（基図）作成

写真判読による編集と製図

ラモン湾地域 ：12面

アパリ地域 ： 7面

作業期間 ：1998 年 5月 11 日より 6月 30 日

(2) 1:250,000 基図（索引図）作成

既存図を用いた編集と製図

ラモン湾地域 ：2面

アパリ地域 ：2面

ウルガン湾地域 ：2面

作業期間 ：1998 年 5月 11 日より 7月 15 日

1-4　自然条件調査

1-4-1　土壌の堆積状態に関する調査

　土壌調査における調査項目は、以下のとおりである。

①　全体の土壌深

②　各土層の土層厚

③　土色

④　土性

⑤　各土層毎の石礫、貝片及びサンゴ片の混入の状態

⑥　腐植

⑦　根系

⑧　乾湿

　これらの調査は全て直接土壌を観察することによって行わ

れる。マングローブ土壌は、軟泥土壌で、通常森林内で行っ

ているような、ピットを作りプロファイルを観察するといっ

た調査方法が行えない。このため、今回はピストン・ソイル・

サンプラーという軟泥土壌サンプルを採取する専用の機器を

用いてコア・サンプルを採取し、土壌の層序の状態を観察す

ることとした。この機器を用いれば、大きな礫や太い根系な

どの障害物にぶつからない限り、最大３m の深さまで、比較

的簡易にコア・サンプルを採取することができる。ピストン・

ソイル・サンプラーの仕様については、図 A-1-1 に示すとお

り。

　また、マングローブ土壌に浸透する汽水の性質をみるために、以下の項目について調査を行

った。

図 A-1-1 ﾋﾟｽﾄﾝｿｲﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ

の仕様
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①　pH

②　塩濃度

③　溶存酸素量（酸化還元電位、これにつ

いては一部のプロットのみ）

　pHの計測には、携帯型 pHメーター（PICCOLO、

HI-1280）、塩濃度の計測には、海水濃度屈折計

（サリニティーS/Mill、アタゴ㈱製）、溶存酸素

量の計測には、ポータブル ORP 計（RM-12P、東

亜電波工業㈱製）をそれぞれ使用した。また、

土壌水の採水には、「ミズトール（DIK-8390、大

起理化工業㈱製））」という先端のポーラス・カ

ップに吸圧をかけて土壌水を取るタイプの採水

器を使用した。「ミズトール」の仕様については、

図 A-1-2 に示すとおり。

1-4-2　河川の影響（海水の流入による塩濃度の変

化）に関する調査

　観測方法として、マングローブ樹種について

は、河岸にマングローブが生育している場所に

できるだけボートで近づいて、ボートの前後約

10m 幅に出現する樹種全てを抽出し、樹種別の出現頻度を百分率で記載した。塩分濃度に関し

ては、マングローブ樹種を観察した同じ場所で、ボー

トの縁から上述した海水濃度屈折計を直接河川水に浸

して計測した。

　またアパリのブゲイ地区では、干潟に流れ込む小河

川の塩濃度とそこに生育するマングローブ樹種の関係

を調べるために、この河川を横断する道路の橋梁を利

用し、橋梁の上からマングローブの観察と河川水の採

水を行い、塩濃度を計測した（図 A-1-3）。

図 A-1-2　ﾐｽﾞﾄｰﾙの仕様

図　A-1-3  橋梁からの河川水採取

図 A-1-4  潮位マーキングの方法
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1-4-3　滞水時間（潮位の影響）に関する調査

　II 章 1-2-2 で前述したとおり、マングローブ

林の構成は滞水頻度、滞水時間によって大きな影

響を受けることが分かっている。その結果、マン

グローブの林分構成は海岸線と並行して帯状に変

化をしていく。しかしながら、具体的にはどの程

度の滞水頻度、滞水時間によってこのような帯状

構造が変化していくものなのか、現在のところま

だよく明らかにされていない。そこで今回の調査

では、他の２地域と比較してマングローブ林がよ

く保全されているウルガン湾において、マングロ

ーブの帯状構造と潮位の関係について調査観測を行った。

　

　帯状を形成するそれぞれのマングローブ樹種と潮位の関係を見るために、その日の最高潮位

に当たる時間にマングローブ林内に入り込み、海から陸に向かって幅１m 程度のベルトを想定

し、それにかかるマングローブの幹にマーキングした。マーキングの方法については、木材チ

ョークを使ってマーキングする方法と、ビニールテープを巻く方法の２通りの手法で行った（図

A-1-4）。

　また、最高潮位の時間帯にマングローブ林内に入れない場合には、透明なアクリル管の中に

発泡スチロールの砕片を入れた簡易な水位計を林内の何か所かに設置し、その水位計を用いて

最高潮位を計測し、これと付近のマングローブ樹種を対応させて、潮位と樹種の関係を見るこ

ととした。アクリル管を利用した簡易な水位計の仕様は図 A-1-5、図 A-1-6 のとおり。

図 A-1-6　簡易な水位計による潮位の測定
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1-5　マングローブ林分調査

1-5-1　帯状調査

　帯状調査は、1）マングローブ林の樹種分布パターンを把握すること、2）潮位、河口配置、

土壌堆積構造、土壌成分、微地形といった自然条件とマングローブ林の構造との関係を明らか

にすること、3）2 年次の調査で予定している標本調査の地点を選定するための情報を得ること

を目的として、実施された。

　マングローブ林の樹種分布は、潮位（地盤高）と密接な関連があると認識されていることか

ら、帯状調査は海岸線から陸上の方向に実施するよう計画された。また、理想的には、帯状区

のラインは原生状態のマングローブ林において設定されるべきと考えるが、実際はそのような

マングローブ林を見つけることは非常に困難であるため、できる限り自然の状態と考えられる

地点で設定した。

　帯状調査の方向はマングローブ群落の樹種構成パターンが効果的に観察できるよう設定され、

そのラインはできる限り直線に維持されるよう留意した。

　帯状調査は、1）レベル測量、2）測樹、3）土壌調査の 3 つのパートに分けて実施された。以

下にそのパート毎の調査方法を記述する。

(1) レベル測量

　まず、帯状区を設定する方向を定め、最終地点までできる限りその方向を維持し、微地形

やマングローブ群落の変化が見られる点ごとにレベル測量が実施された。

(2)　測樹

図 A-1-5  簡易な水位計の仕様
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　レベル測量のラインから左右どちらかの側に幅 1m の範囲に存在する胸高直径 3cm 以上の全

樹木の胸高直径（2cm 括約）と樹高及びスタート地点からの距離を記録した。Rhizophora 属

の場合、支柱根の出ている最上部が胸高を超える場合、最上部の位置の直径を測定した。測

定結果は、調査野帳に記録されるとともに、セクション・ペーパーに縦断面がスケッチされ

た。スケッチには稚幼樹も含めた。

(3)　土壌調査

　帯状区上で、マングローブ林の異なった樹種分布が観察される場所ごとに、土壌調査が実

施された。具体的な土壌調査の方法は、前述の 1-4-1 に記したとおりである。

1-5-2　標本調査

　標本調査は、1）異なった自然条件下でのマングローブ林の林分構造を捉えること、2）航空

写真のイメージと現地でのマングローブ林を比較することを通して現地照合を行うことを目的

として、実施された。

　標本調査は、基本的に航空写真上で判読できる異なったパターンの出現ごとに標本地を設定

し、実施するよう計画された。したがって、標本地は、航空写真の予備判読の結果におけるマ

ングローブ林の群落特徴や樹冠密度等をもとに選定された。

（1）　標本地設定の手順

　航空写真上に予めマークされた調査予定地に到着後、まず、中央点を定め、次に、４人が各々

中央点から東西南北の方向へ調査地点の平均樹高を基にした以下の基準の距離を測り、各コー

ナーを定めた。

1) 平均樹高が 5m未満の場合、中央点から各コーナーの点までの距離を 10m とする。この結果、

標本地の一辺は約 14m となり、約 200 ㎡の面積をもつ標本地が作られることとなる。

2) 平均樹高が 5mから 20m の場合、中央点から各コーナーの点までの距離を 15m とする。この

結果、標本地の一辺は約 21m となり、約 450 ㎡の面積をもつ標本地が作られることとなる。

3) 平均樹高が 20m 超の場合、中央点から各コーナーの点までの距離を 20m とする。この結果、

標本地の一辺は約 28m となり、約 800 ㎡の面積をもつ標本地が作られることとなる。
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　次に、各コーナーを色テープでマークし、各々のコーナーから隣のコーナーへナイロンテ

ープを張ることにより、周囲を確定した。以上により標本地を設定した。

（2）　標本調査の内容

　　標本調査の項目とその内容については、以下のとおりである。

1)　測樹

　標本地内の胸高直径 3cm 以上の全樹木の胸高直径（2cm 括約）と樹高を記録する。

Rhizophora 属の場合、支柱根のでている最上部が胸高を超える場合、最上部の位置の直

径を測定した。

2)　標本地位置

　標本地の河口位置(estuarine location)及び潮位(inter-tidal position)を記録した。

マングローブ生態系の真水による影響を観る河口位置は、下流域、中流域、上流域の 3 分

類とした。マングローブの根系の浸水時間を示す潮位は、低位、中位、高位の 3 分類とし

た。

3)　樹冠密度

　上層（樹高 15m 超）、中層（樹高 10m～15m）、下層（10m 未満）ごとに、樹冠密度を記

録した。

4)　優占度

　上述の樹冠密度の項で説明された各層ごとに、マングローブ樹種の優占度を 5（約 70％

の優先度）、4（約 50％）、3（約 25％）、2（約 10％）、1（約 5％）、＋（％で表現できない

ほどの存在）の分類で記録した。

5)　更新

　中央点から東西あるいは、南北の 2つの角に 1m X 1m の枠を設け、その中の胸高直径 3cm

未満のすべてのマングローブ樹種の本数を 3 樹高階別に（1m未満、1m～3m、3m 以上）記録

した。

6)　土地利用状況

　標本地内のマングローブ林生態系に対する地域住民等による利用状況等を記録した。

7)　樹冠投影図

　標本地内の簡単な樹冠投影図を作成した。

8)　地形・地物図

　標本地内の地形・地物（小さな水路、エビ・カニ塚、水たまり、岩石、ギャップを作っ
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ている倒木、伐根、ニッパの群集、その他目立った地形・地物）をスケッチした。

9)　標本地内マングローブ林の簡単な説明

　標本地内のマングローブ林に関する気付いた点等を簡単に記述した。

10)　写真撮影

　GIS システムへの使用等のために、標本地のマングローブ林の状況を表す写真を撮影し

た。

　標本地の調査結果は Philippine Mangrove Plot Survey Sheet にとりまとめた。

1-6　航空写真判読

1-6-1　予備判読

（1）　判読区分

　土地利用・植生の概況を把握するため、表 A-1-1 の予備判読区分を作成し、各調査エリア

をカバーするよう新規に撮影（1998 年 1～3 月）された航空写真（縮尺：１／20,000）の予備

判読を第一次現地調査（帯状調査）の情報をもとに行った。

表 A-1-1　土地利用・植生予備判読区分

　　区　　分 記号 基　　　　　　　　　　準

 マングローブ林  Ｍ

・海岸及び海岸に近い河川沿いに分布。

・樹冠は丸みを帯び樹高により大小の広がりがある。

・色調は淡黒色～中濃黒色。

 ニッパ林  Ｎ ・河川沿いに多く分布し、ベタッとしている。

・色調は中濃黒色。

 養殖池または

 養殖放棄池  Ｆ

・海岸及び海岸に近い河川沿いにある。

・区画線（土手等）が明瞭にとらえられる。

・区画の回りはマングローブまたはニッパが生育す

る。

・区画の中にはマングローブが残っているのもある。

・色調は白色～灰白色
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　その他  Ｏ ・Ｍ、Ｎ、Ｆ以外全て。

（2）　予備判読の方法

1)　全ての写真に主点の明示と移写をする。

2)　写真基線を記入する。

3)　反射鏡式実体鏡でよく観察する。

4)　判読作業のさいは航空写真の中央部分を使用する。

5)　土地利用・植生判読区分に従って、区分線及び記号を記入する。

6)　現地照合のさいに確認するため、判読不明な箇所及び疑問のあった箇所には印をつける。

1-6-2　航空写真判読基準

（1）　現地照合

　予備判読段階で不明な個所、疑問のあった箇所、標準的な箇所について現地で写真上にどの

ような写り方をしているかを確認し、判読の感覚とズレを補正する。現地照合の方法は、以下

のとおりである。

1)　写真の概略の縮尺を頭にいれる。

2)　現地までの経路を写真上に記しながら、また地図上で確認しながら進む。

3)　調査員は写真上のどの位置にいるかわからなくなったら、確認できる所まで戻りやり直

す。

4)　現地に着いたら概略の位置を写真上で押さえ、更に詳しく現地と照合する。

5)　予備判読により作成した土地利用・植生区分（表 A-1-1）で不明な個所、疑問のあった

箇所を確認・修正する。

（2）　判読基準の構築

　プロット調査と予備判読後の現地照合の結果、土地利用・植生判読区分のニッパ林にマング

ローブが混生している調査エリアが出現したので、その２つを小区分し林相判読区分を表A-1-2

のとおり作成した。

表 A-1-2　林相判読区分

　　区　　分 　小　区　分 記号 　　　　　　基　　　　　　準

マングローブ林  Ｍ

・海岸及び海岸に近い河川沿いに分布。

・樹冠は丸みを帯び樹高により大小の広がり

がある。

・色調は淡黒色～中濃黒色。



274

ニッパ林  Ｎ

・河川沿いに多く分布し、ベタッとしてい

る。

・色調は中濃黒色。

　ニッパ林

ニッパ林のなか

にマングローブ

が混生

Ｎｍ

・河川沿いに多く分布し、ベタッとしている

ところに丸みを帯びた樹冠がみられる。

・色調は中濃黒色のなかに淡黒色がみられ

る。

　養殖池または

　養殖放棄池  Ｆ

・海岸及び海岸に近い河川沿いにある。

・区画線（土手等）が明瞭にとらえられる。

・区画の回りはマングローブまたはニッパが

植生している。

・区画の中にはマングローブが残っているも

のもある。

・色調は白色～灰白色

　その他  Ｏ ・Ｍ、Ｎ、Ｆ以外全て。

　この林相判読区分を更に小区分したものが、以下に示す各地域毎の林分等区分(アパリ地域

では５区分、ラモン湾地域では 11区分、ウルガン湾地域では 4区分、全地域を対象にした養

魚池の９区分)に相当する。

アパリ 地域

APN: Nypa fruticans が大部分を覆っている区域 ( ニッパ純林)。

ANM: N. fruticans が優占し、あわせて高潮位マングローブ樹種が混交している区域。.

AAN: N. fruticans の中、あるいは河川沿いの狭い範囲で Avicennia officinalis の大きめ

な樹冠が観察される区域。

ASN: 藪状の林に N. fruticans 及び高潮位マングローブ樹種である Excoecaria agallocha

が混交し、林床には Acrostichum aureum 及び Acanthus ilicifolius を伴う区域。

AMN: A. officinalis, Sonneratia caseolaris, 及び Bruguiera sexangula が優占している

が部分的に N. fruticans を伴う区域。

ラモン湾 地域

LRD：小径・低木の Rhizophora apiculata が大部分を占めている区域。

LRB：小径・低木の R. apiculata が優占するが Ceriops tagal, Bruguiera gymnorrhiza が

混交している区域。

LAS：中高木で航空写真上で読みとれる樹冠の A. officinalis が上層にあり、Scyphiphora

hydrophyllacea　が低木層を占め、あわせて C. tagal, Xylocarpus granatum がか

なり混ざっている区域。

LHS：中高木の Heritiera littoralis が優占し高潮位マングローブ樹種である S.

hydrophyllacea, Excoecaria agallocha が混ざっている区域。（この区域は相当部

分が藪や蔓に覆われている。また蔓や灌木に覆われていない林床は、時として A.

ilicifolius, A. aureum に覆われている。）

LSA：Sonneratia alba 及び/または Avicennia marina と R. apiculata が成立している海
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岸沿いの外縁部区域。

LAB：中高木の A. officinalis と Avicennia lanata, B. sexangula の低木が混交している

区域。

LLX：Lumnitzera littorea, Xylocarpus granatum, Bruguiera parviflora, Bruguiera

sexangula, S. hydrophyllacea 及び H. littoralis の低木が混交している区域。

LAX：Aegiceras floridum, Aegiceras corniculatum, A. lanata, X. granatum, R. apiculata,

B. sexangula, C. tagal and Camptostemon philippinensis の低木が混交している

区域。

LAA：A. officinalis の中高木があり A. lanata, S. hydrophyllacea A. corniculatum を伴

う区域。

LBE：藪の中に E. agallocha が成立している区域。

LND：N. fruticans が優先する区域。

Ulugan 湾 地域

URB: R.apiculata あるいは R.mucronata 及び 中高木 B. gymnorrhiza が海岸線から中

潮位地帯にかけて連続的に変化している区域。

UTR:  R. apiculata の高木が優先している区域。

UXH: 高潮位マングローブ樹種である X. granatum, H. littoralis, E. agallocha が生育す

る区域。

UMR：中高木の R. apiculata が密生している区域.

養魚池

F-1：周辺の堤が明瞭で池内に水が満たされている。

F-2：周辺の堤は明瞭であるが、池内の 50％未満しか水が満たされていない。

F-3：周辺の堤は明瞭で水も満たされているが、ごく浅い状態であるかあるいは/及び池内

に土塊が沢山できている。

F-4：周辺の堤は明瞭なるも土塊が露出し水は池の一部にしか見られない。

F-5：周辺の堤は明瞭なるも半分以上が薄い植生に覆われている。

F-6：周辺の堤は明瞭で水も存在するが、自然植生に近い密な林分が池内の過半に広がって

いる。

F-7：周辺の堤は明瞭なるも、池内は自然植生に近い密な林分で満たされている。

F-8：周辺の堤は途切れ、或いは不明瞭で池内部は干上がり、浅い水しか無く、或いは密な

植生に覆われている。

F-9：周辺の堤は一部のみであるが明瞭で池内の水も一部にのみ見られ、池内の残る部分は

密な自然植生に覆われている。

（3）　判読基準カードの作成

　判読基準カードは、マングローブ林、ニッパ林、養殖池、ココヤシ林他の立体写真像とプロ

ット調査等から得られたデータ（樹種、樹高等）等から構成されている。また、前述された林
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分と養魚池の小区分を判読するために、各タイプの基準カードが作成された。この判読カード

の活用により、数人で判読する場合に航空写真判読基準と矛盾しない一定の判読技術を維持す

ることができる。判読基準カードの作成方法は、以下のとおりである。

1)　使用する航空写真は新規に撮影したものを使う。

2)　プロット調査の場所、または調査エリアを代表する林分から任意に選ぶ。

3)　選ばれた標本林分を航空写真（縮尺：１／20,000）上にデルマト等で区画（２cm x２cm）

する。

4)　区画した標本林分の密着写真を約３倍に部分引伸した写真（縮尺：１／6,700）を作成す

る。

5)　作成した部分引伸写真を立体視できるように台紙に貼りつけ、データ（樹種、樹高等）

の必要事項を記入する。

1-6-3 航空写真本判読

  航空写真判読作業は、第二次現地調査における予備判読作業から始まり、現地照合、航空写

真判読基準の作成と続き、第三次現地調査において、各小班の樹冠密度、樹高及び樹種等の林

況の最終確認等の航空写真本判読作業を行うことによって、完遂された。この本判読作業は、

以下の要点で実施された。

1） 航空写真予備判読について、標本調査等の現地調査から得られた情報による現地照合を

もとに精査。

2） 林小班界の最終決定

3） 判読基準の調査員間の調和の徹底

4） 森林簿の作成

このうち、林小班界の線引き方法と森林簿の作成方法について以下に記す。

(1)　林小班界の線引き方法

　各調査地域の林小班界は、前述されように第三次現地調査の間に実施された航空写真本判読

作業を通じて最終的に確定された。

　林小班界の確定の全般的な手順は以下のとおりである。

1）アパリ、ラモン湾、ウルガン湾の各調査地域は、主に大きな市町界によって、いくつかの

地区に分割された。

2）各地区は河川、道路や他の認識可能な構造物等の地形線をもとにいくつかの林班に分割さ

れた。

3）各林班は、類似の林況をもつ森林や区画可能な養魚池等の分類要件をもとに必要数の小班
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に分割された。また、小班は、マングローブ林、ニッパ林、ニッパ・マングローブ林、活

動あるいは非活動中の養魚池、及びその他の土地利用の５つに分類された。

　林小班界線引きの基準は以下のとおりとした。

1）１つの林班は、約 100ha の大きさ（10,000 分の１の地図上で拳ひとつ分程度）が適切な管

理を実施する上で適当と判断し、この程度の大きさを目途に設定された。しかしながら、

実際には、林班のサイズは林況や管理手法に左右される。例えば、ある林班が多くの人間

によって集約的に利用された場合、その林班のサイズは通常より小さめになる。

2）小班の大きさは、最小面積の大きさが 1ha 程度（10,000 分の１の地図上で１cm x１cm の大

きさ）になるように設定された。この程度以下の大きさになると、10,000 分の１の図面上

での表現が難しくなるとともに、小班数が相当数になり管理に支障がでると判断されたた

め、この基準が採用された。

3）原則として、ひとつの林班が、市町(Municipality)界をまたがって線引きされることがな

いように、また、ひとつの小班が、村（Barangay）界をまたがって線引きされることがな

いようにした。

　　次に林小班の番号の付け方について記す。

1）林班は、各地域の各ゾーン毎に三桁の数字を与える。各地域の各ゾーンは 101 林班、201

林班・・・が始まりの林班番号となる。

2）小班は、林班ごとに、マングローブ純林は M-1 から M-n（n はそのカテゴリーに入る小班の

最終番号）、ニッパ純林は N-1 から N-n、マングローブ・ニッパ混交林は Nm-1 から Nm-n、

養魚地は F-1 から F-n、マングローブ林及び養魚地で囲まれたその他の土地利用は O-1 か

ら O-n と設定された。また、小班番号は東北から南西の時計回りに付けられた。

　航空写真上に林小班界を挿入した後、航空写真と同縮尺の基図上に移写する。基図上への林

小班界の移写は以下のとおりに実施された。

１)小班界が記入された航空写真を透明な用紙に描写された基図の下に置く。

2) 小班界を基図上にトレースする。通常、航空写真には勾配の影響による歪みがあり、その

歪みは、航空写真の中央部で最も小さく、写真の端にいくほど増加することから、勾配の

影響を受ける端部でのトレースをさけ、写真の中央部を使用してのトレースに限った。

　林小班界の線引きの結果、林小班数は、付属資料 2-9 に示されたとおりである。

(2) 森林簿の作成

　森林簿は、通常、樹種、樹冠疎密度、樹高、本数、蓄積等の林況及び地位、土壌条件、地形

等の土地条件を区画された地番ごとに表すために作成された。本件調査においては、マングロ
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ーブ森林簿が将来のマングローブ保全計画の作成に資すること及び航空写真の判読により読み

とることが可能であることを考慮し、当該調査簿の内容が決められた。表 A-1-3 に当該調査簿

の様式が示されている。

　調査対象地域の各小班の状況等に関する情報は、第３次現地調査期間中の航空写真判読を通

じて森林簿に記録され、GIS のデータベースにインプットされた。

1）調査地域名

　調査地域名（アパリ地域、ラモン湾湾地域及びウルガン湾地域の何れか）が、様式の表の

外枠に完全な名称で、かつ表中に３文字のコードで記載された。

2）調査地区名

　調査地区名が様式の表の外枠に完全な名称で、かつ表中に３文字のコードで記載された。

調査地区は以下のとおりである。

アパリ地域はパンプローナ、アブルグ、リナオ、西ブゲイ、東ブゲイ、サンタテレシー

タの６地区、

ラモン湾湾地域はビナクトカン、サンタセシリア、サントエンジェル、ティニギバン、

バシアド、マカハドック、カビビハン、カラアグ、ロペスの９地区、

ウルガン湾地域はタロナヤン、タガビニット、マカラスカス、バヒリの４地区。

3）市町（Municipality）名

　市町名が様式の表の外枠に完全な名称で、かつ表中に３文字のコードで記載された。アパ

リ地域には５町、ラモン湾地域には５町、ウルガン湾地域には１市が存在する。

4）認識番号

　各々の小班には通し番号がふられた。

5）村（Barangay）名

　それぞれの村（Barangay）の名称が様式の表中に３文字のコードで記載された。アパリ地

域には 32村、ラモン湾地域には５村、ウルガン湾地域には１村が存在する。

表 A-1-3　森林簿の様式
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6）林班

　３桁の数字の林班番号が様式の表中に記載された。林班番号に関してはこの調査手法の記

述の 1-6-3（1）を参照のこと。

7）小班

　小班番号が様式の表中に記載された。小班番号に関してはこの調査手法の記述の 1-6-3（1）

を参照のこと。

8）樹冠疎密度

　樹冠層を樹高 15ｍ以上を上層、樹高 10ｍ�15ｍを中層、樹高 10m 未満を下層と区分し、

各小班の各々の樹冠層区分ごとの樹冠疎密度を以下に示された階級区分により判断し、その

記号が森林簿に記載された。

D4 :“密”70％以上
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D3 :“中”40�70％

D2 :“疎”10�70％

D1 :“散”10％以下

0 :0％

＋ :疎密度が確定できない

　ある層の樹冠疎密度が他の層の存在によって、より以上の密度が予想される場合、D4 を除

いた記号に対し、＋の記号が付与された。例えば、下層の樹冠疎密度が D2 と判断されたに

もかかわらず、上中層の樹冠によって、下層において D2 以上の樹冠が隠されている可能性

がある場合、その樹冠疎密度は、“D2＋”と示された。また、例えばその小班の総てが上層

の樹木によって覆われている場合、中下層に対して“0+”の記号ではなく、“+”の記号が使

用された。

9）平均樹高

　上層と下層の平均樹高をｍ単位で表示した。

10）潮位

　潮位は、低潮位、中潮位、高潮位に分類され、小班ごとに各潮位の割合が％表示で記入さ

れた。

11）河口位置

　河口位置は真水の影響の度合いによって表示される。各小班における、下流、中流、上流、

その他の４つに分類された河口位置の割合が％表示で記入された。その他は、河川の影響を

受けない地域のために使用された。

12）面積

　面積は GIS の中で計算され森林簿に表示された。この面積は、マングローブ林資源評価の

ために活用される。

13）養魚池内に存在するマングローブ植生の面積

　養魚池内のマングローブ植生の面積が養魚池に対する割合（％表示）で記入された。

14）航空写真判読区分

　本付属資料の 1-6-2 の（2）項で説明されたマングローブ林を対象にしたアパリ地域の５

タイプ、ラモン湾湾地域の 12 タイプ、ウルガン湾地域の４タイプ及び全調査地域の養魚池

を対象にした９タイプのうちから、各小班において最も適したタイプが３文字のコードで記

載された。

15）主要樹種

　マングローブ林、ニッパ林及びニッパーマングローブ林の各小班において主要なマングロ
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ーブ種を１から５樹種、略称を用いて列挙した。

16）備考

　各小班における付記すべき事項が記載された。

1-7　地理情報システム（GIS）の構築

 　マングローブ林資源評価システム（MAFRIMS）は以下の作業フローにより構築された。

     計画

     検討

     実施

1-7-1　GIS 基本設計

 　　　　計画立案

 　プロジェクトチームの

　　　　　　編成

 パイロットプロジェクトの

         　検討

 パイロットプロジェクトの

      　　 実施

   　　GIS 基本設計

  　　 GIS 詳細設計

パイロットプロジェクトの

 　修正

  システム・データベースの

    　　　 決定

   　　　技術移転
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MAFRIMS の基本設計を描くために、フィリピン国内で利用可能なアプリケーション・ソフト

ウエア、それらの市場動向、NAMRIA の保有するコンピュータ機材の能力等について調査を行

った。MAFRIMS の構築・運用についての基本設計に基づいて、システム運用向け PC1 台と、

地図データ編集向け PC1 台の合計 2 台を使用し、各 PC は LAN により結合することで、情報

交換を容易にさせた。選択されたハード・ソフトウエアの仕様は以下のとおり。

(1) ハードウエア

1) PC

CPU PentiumⅡ 300MHz, RAM 96MB, Hard Disk Drive 6.4GB

Floppy Disk Drive 1.44MB, CD-ROM Drive, VRAM 4MB

10/100 Base LAN Card, Enhanced Keyboard, 2 Buttons Mouse

OS Windows NT 4.0

　　   2) モニタ

 17’ Color Monitor

　　   3) 付属品

 1000VA UPS, LAN Cable, ZIP 100MB Drive and Interface Cable

     

(2) ソフトウエア

Microsoft Office 97

（ワープロ、表計算他ビジネスアプリケーションパッケージ）

ArcView GIS 3.0a for Windows 95/NT

（マングローブ林資源評価システムのベースとなる地理情報システム）

AVENUE は ARC VIEW3.0 とともにコンピュータ言語として使用した。

1-7-2　GIS 詳細設計

MAFRIMS のために要求される機能およびデータは、データベース詳細仕様書の作成のために

一覧表にまとめられた。MAFRIMS で管理されるデータの内容は、以下のとおり分類された。

(1) 地図データ

　地図に表現されている図形的な情報で、海岸線、河川、家屋、道路、行政界等が地図

項目に従って分類され、それらのデータはデータベース内のそれぞれのレイヤーに、階

層別に格納された。入力に際してはデジタイザボードに地形図を張り付け、マウスカー

ソルにて地図上の要素をトレースすることで取得した。

　地図データはさらに点、線、面情報の図形要素に細分化し取得した。点情報は注記や

シンボルなどの 1点の座標情報を持つもの、線情報は複数の点情報を結合させたもので、

ここから長さを取得することができる。面情報は線の始終点が同一の閉図形であり、周

長や面積を求めることができる。たとえば、マングローブ林の面積を求める機能を GIS
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に要求するのであれば、マングローブ林は面情報としてデータを格納することが必要で

ある。

　　(2) 属性データ

　地図データと結合する図形的な情報を持たないデータである。たとえばある行政界の

界線は地図データであるが、この行政界に付属する行政名、人口、平均気温などは行政

界の属性データである。

　　(3) イメージデータ

　現場で撮影した写真をスキャナで画像として取得した情報である。地図データと比較

して取得は容易であるが、情報量が大きく、また座標情報や属性情報を添付することが

できない。

(4) データ

　上記に記述した分類に従って、MAFRIMS に格納されるデータベースのレイヤー構造は以

下のとおり。

表 A-1-4 フィリピン全体図

項　　目 内　　　　容 種　類 表　　　現

海岸線 図形 面塗り

行政界 リージョン、州の行政界 図形 線

地名 リージョン、州、市名 図形 文字

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ位置 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ｴﾘｱ 図形 線

図葉名 図形 文字

表 A-1-5  1:250,00 索引図（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ｴﾘｱから 1:10,000 基図を検索）

項　　目 内　　　　容 種　類 表　　　現

市、町 主要な市、町 図形 面塗り

道路 図上の主要な道路 図形 線

河川 図上の主要な河川 図形 線

海岸線 図形 面塗り

総描家屋 図形 面塗り

マングローブ林 マングローブが存在する地域 図形 面塗り

行政界 リージョン、州の行政界 図形 線

地名 リージョン、州、市名 図形 文字

地図ｲﾝﾃﾞｯｸｽ 1:10,000 基図の図郭線 図形 線

図葉名 図形 文字

表 A-1-6  1:10,000 基図（平面情報）

項　　目 内　　　　容 種　類 表　　　現

総描家屋 図形 面塗り
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独立家屋 図形 面塗り

道路 一条線、二条線 図形 線

河川 一条線、二条線、湖、沼 図形 線、面塗り

海岸線 一条線 図形 線、面塗り

行政界 リージョン、州、市行政界 図形 線

地名 図形 文字

図郭線 図形 線

航空写真主点 図形 記号

航空写真番号 図形 文字

表 A-1-7  1:10,000 基図（土地利用情報）

項　　目 内　　　　容 種　類 表　　　現

耕作地 図形 面塗り

森林 図形 面塗り

砂・砂利 図形 面塗り

荒れ地 図形 面塗り

養魚池 図形 面塗り

マングローブ林 図形 面塗り

表 A-1-8  1:10,000 林班図

項　　目 内　　　　容 種　類 表　　　現

ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ･ｴﾘｱ マングローブが存在する地域 図形 面塗り

ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ林班 分類された林班 図形 面塗り

ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ小林班 分類された小林班 図形 面塗り

表 A-1-9  地上写真（図形情報に関連付けられる）

  項　　目 内　　　　容 種　類 表　　　現

マングローブ林お

よびその周辺状況

を記録した現場で

撮影された写真

スキャニングされた写真イメー

ジ、図面上における写真撮影点と

被写体森林の方向

写真

図形

写真・記号

写真の連続番号、撮影した場所、

ゾーン、バランガイ名、イメージ

ファイル名、各々の写真に写って

いる主となる樹種名

属性 調査簿・文字

表 A-1-10 マングローブ森林調査簿（図形情報に関連付けられる）

 　項　　目       内　　　　容  種　類   表　　　現

マングローブ森林

調査簿

全般：各図葉の連続番号、エリア

名、ゾーン名、市町名

詳細：マングローブ林班番号、小

属性 調査簿・文字
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林班番号、上層木疎密度、上層木

平均樹高、中層木疎密度、中層木

平均樹高、下層木疎密度、下層木

平均樹高、低潮位、中潮位、高潮

位、低・中・高潮位時における河

口の位置、養魚場に含まれるマン

グローブエリアの割合

表 A-1-11  社会経済調査簿（図形情報に関連付けられない）

   項　　目         内　　　　容  種　類 　表　　　現

マングローブ林エ

リア

エリア名、ゾーン名、市町名、バ

ランガイ名、シティオ名

属性 調査簿・文字

1-7-3 入力作業

　　　MAFRIMS に格納されるデータベースの作成が以下の手順で行われた。

 　(1) デジタイズ

　まず最初に、ベースマップをデジタイザボード上に貼り付け、ベースマップ上に記入さ

れている測量座標とデジタイザボードの機械座標とを関連付けた。地図座標は、フィリピ

ン座標系と一致した座標で、デジタイズにより取得した。次に、ベースマップ上に記入さ

れている地図情報を、それぞれのレイヤ別にマウスカーソルを利用して計測した。この時、

レイヤ毎に指定された図形要素（点、線、面情報）にて入力した。最後に、所定のレイヤ

に対して図形的な論理チェック（面が構成されているか否か等）を行なった。

  (2) 属性データ入力

現場で取得された調査票を各項目毎に決められたデータ形式（文字、コード、数値など）

でスプレッドシートに入力した。

   (3) 属性付加

デジタイズされたデータと属性データとの関連付けを行なうために、専用のソフトウエ

アで実行した。

   (4) 画像入力

現場で撮影したキャビネサイズの写真を、カラースキャナーを利用してスキャニングし

た。

   (5) 入力検査

デジタイズされた地図データをペーパー出力し、目視によりベースマップと図形的な相

違が無いか否かのチェックを行なった。

   (6) 修正
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検査にて誤りが見つかった場合、これを修正した。

   (7) インストール

　検査が終了しエラーのないデータは、データインポートプログラムにより格納された。

上記作業のうち、修正作業までには地図データ編集用 PC で作業を行ない、GIS インストー

ル作業は GIS 用 PC にて作業を行なった。これらの PC 間のデータ交換は LAN を利用して行

なった。

1-7-4　現地再委託

　計画期間内で全ての成果品を作成するため、現地測量会社である A&A GEOINFORMATICS

CORPORATION(A&AG)社と再委託契約がなされた。1998 年 11 月 17 日に、現地の測量会社か

ら技術提案書および見積書を入手するための業務説明会が行われた。再委託業者の選定基

準は、基図作成と同様の方法で実施された。

再委託契約の内容は以下の通り。

(1) 基図入力

ラモン湾 12 面

アパリ  7 面

(2) 索引図入力

ラモン湾  2 面

アパリ  2 面

ウルガン湾  2 面

(3) 基図データベース作成

ラモン湾 12 面

アパリ  7 面

ウルガン湾  3 面

(4) 索引図データベース作成

ラモン湾  2 面

アパリ  2 面

ウルガン湾  2 面

1-7-5　アプリケーション開発

　詳細設計の結果に基づいて、開発の基礎となる GIS ソフトウエア内の開発環境機能を用

い、アプリケーションソフトウエアを開発した。同時に、本アプリケーション操作のため

の点検データベースも構築した。Arc View 標準機能に加えて、以下の機能が新たに開発さ

れた。

(1) 地域索引

索引図表示、画面登録他

(2) 参照情報
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森林調査簿、地上写真属性情報の参照

(3) 主題図

土地利用図、林相図作成

(4) 検索

森林調査簿から該当するマングローブ小班の検索表示他

(5) 範囲

表示範囲の設定

(6) ディスプレイ

ウインドウの最大化、凡例の表示・非表示他

(7) 面積計算

マングローブ小班の面積計算

(8) 文書編集

地図データの編集、出力他

(9) 凡例

凡例の編集

(10) オプション

Arc View 標準メニューの切り替え他

1-7-6 データベースの更新

地図データは日々刻々と変化しているため、GIS において常に最新のデータ解析を行な

うためには GIS データベースの更新作業が必要不可欠となる。本業務における更新作業は

以下の方法による。

　(1) 入力システムを利用した更新

　新たに図面を入力する場合、または既に入力されている図面においても大規模なデータ

変更が生じた場合には上記入力作業と同様の作業を行なうことで GIS データベースを更新

する。

  (2) GIS 機能を利用した更新

比較的小規模な変更である場合は、GIS の機能として提供されている編集機能を利用し

てデータの更新作業を行なう。

1-8 社会経済調査

　本調査においては、マングローブ林の地域住民との関わり、特に住民のマングローブ利用状

況及び保全に対する意識を把握するために社会経済面からの考察を行った。調査は、調査対象

地域全体の村における村長又は村議会役職者へのインタビューによる社会経済概況調査、およ

び各調査対象地域 200 戸、計 600 戸を抽出してのインタビュー調査による社会経済調査により
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行われた。

　詳細な調査手法は下記のとおり。

1-8-1 社会経済概況調査

　調査の第１段階として、調査対象地域の航空写真撮影範囲内に位置する村落(Barangay)のリ

ストを作成し対象村落を決定した。次に、人口、家屋数等の情報を対象村落の位置する町

(Municipality)役場にて収集し、また同時に環境天然資源省地方事務所(CENRO)にて環境関連、

マングローブ保全関係の法制度の対象村落における実施状況に関する情報を収集した。

　これらのフィールドワーク前段階調査を経て、対象村落を訪問し実際の調査を行った。第一

目標の情報提供者は村長(Barangay Chairman)であり、面談して村落の概況についての情報を入

手した。現地調査期間内で時間の許す限り村長から情報を得たが、調査期間中に村長が不在で

あった場合は村の中心に最も近い字(Sitio、Purok または Zone)を代表する村議会議員(Kagawad)

にインタビューを行い、同様に村議会議員が不在の場合は村議会書記(Barangay Secretary)ま

たは村議会出納係(Barangay Treasurer)と面談し情報を収集した。

　対象村落での調査項目は下記の通り。

（1） 一般情報

 - 村長名または情報提供者名

 - 字数

（2）生産基盤施設

 - 水源

 - 電化率

 - 諸施設の数

(発電機、灌漑システム、精米所、籾乾燥機、籾天日乾燥場、多目的舗装、桟橋、桟橋待

合所、倉庫（米、その他農作物、ニッパ、魚）等

（3）社会基盤施設

 - 諸施設の数

(集会場、診療所、託児所、小学校、高校、教会、体育施設、バスケットコート等）

（4）生産および流通

 - 主要産品 (林業、漁業、農業)

 - 主要マーケット (購入、販売)

（5）住民組織
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 - 諸組織の数

(協同組合、連合会、伝統的地方組織、宗教団体、女性団体、老人会、ＰＴＡ等）

（6）環境関連／マングローブ関連事項

 - 養魚池数 (私有, 養魚池貸付契約)

1-8-2  インタビュー調査

　社会経済調査は、マングローブ林資源の利用に関係した日常の社会／経済生産活動に従事す

る対象地域の住民から、特にマングローブ林資源の実際の利用状況、またマングローブ林資源

の保全に対する住民意識に関する情報を収集するために、調査対象地域村落の字ごとに標本を

抽出して行った。

　調査は次のような分野における情報収集を目的とした：1)家族構成、収入／支出、2)生活状

況（マングローブ利用を含む）、3)過去及び現在の実際のマングローブ林資源の利用状況及び将

来の保全にかかる住民意識、4)自然災害による被害軽減のためのマングローブ林資源利用状況

である。これら得られたデータは調査後に GIS の補助データとして整備され、社会経済的側面

から地域のマングローブ林資源の現状を効果的に分析・評価することに寄与する。

　実際の調査は調査団作成の調査票（付属資料 2-10）を用いたインタビュー調査により行われ、

インタビューの結果は同じく調査団の第３次現地調査を経て調査集計表に集約された。

　調査は３つの調査対象地域において総計 600 戸の住民へのインタビューにより行われた。対

象家族は地域的分布、職業分布により母集団数および範囲を決定した後無作為抽出により決定

した。

　第１次および第２次現地調査により収集した対象村落の概況情報を基盤として、１対象地域

200 戸、計 600 戸を村落毎に人口比で分布し、さらに一村落あたりの対象個数を人口比により字

ごとに分布した。

　本調査においては２段階の標本抽出法により対象家屋の選定を行った。マングローブ林利用

との関係を考慮し字（zones, purok 又は sitio）までを人口比により個数分布し、字以降は無

作為抽出により日常の社会経済活動の多様性を反映させた。ただし、地域により住民の生計が

極端に分化されている字においては、特定の生計グループに標本が偏ることを避けるため、字

あたりの票本数（母集団数）をさらに主たる生計活動に属するグループの家屋数の比率により

分割した上で、それぞれのグループ内で無作為抽出を行った。

　無作為抽出は村落（字）において家屋分布図又は筆頭者名簿を入手した上で番号を付し、母

数団数から対象家屋数を抽選することにより行った。抽出された家屋の筆頭者が不在等の場合

でもインタビュー調査期間中は後日再度訪問することとしたが、調査期間中にわたる不在（旅
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行等）の場合は再度抽選により家屋を決定した。

1-9　OJT

　OJT は、1997 年 11 月に行われたインセプション・レポートの説明と同時に提出・承認された

技術移転計画書にもとづいて実施された。OJT 参加者のリストは付属資料 2-11 に示された。

1-9-1　航空写真撮影

　1998 年１月 10 日から３月 30 日までの期間で、航空写真撮影に係る OJT が AIRSPAN 社からの

チャーター機を使用し、実施された。航空写真撮影作業を通し、カウンターパート２名に対し

て技術移転を行った。トレーニングとして、カメラの艤装、フィルムの取り扱い、カメラシス

テムの使用に係る OJT が行われた。

1-9-2　略モザイク写真と基図

（1）　略モザイク写真

　1998 年２月 26 日から３月 30 日まで及び４月 13 日から５月４日までの間、NAMRIA 事務所に

おいて OJT が行われた。技術移転としては、手作業方法による伸ばし写真のモザイク作成につ

いて行った。第１年次作業から第２年次作業に、OJT に参加したカウンターパートは６名であ

った。

（2）　基図

　1998 年５月５日から５月 22 日まで最初の OJT は、NAMRIA で行われ、道路、河川、池、海岸

線、建物、可耕地、フィシュポンド、砂地及び森林について着墨製図による基図（素図）作成

が行われた。この間、基図作成に係る実用的道具の使用方法に集中して行った。　また、1998

年７月 13 日から７月 23 日まで、現地結果に基づいた、原図の編集が、着墨製図方式で OJT と

して行われた。ウルガン地区の３シートが、カウンターパート人員に割り当てられ、３名が OJT

に参加した。

1-9-3　航空写真判読技術

(1)　マングローブ林分調査

1)　帯状調査

　帯状調査に係る OJT は、レベル測量の方法、測樹の方法、縦断面図の作成方法、土壌調査
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の方法等について実施された。アパリ地区については 1998 年２月 13 日から 18 日、ラモン湾

地区については 1998 年２月 24 日から３月２日、ウルガン湾地区については 1998 年２月５日

から 10日までの間各地区ごとに各々３名を対象に実施された。

2)　標本調査

　標本調査に係る OJT は、標本地の設定方法、標本調査の方法、マングロ－ブ林の林分構造

の把握方法等について実施された。アパリ地区については 1998 年 6 月 30 日から７月９日、

ラモン湾地区については 1998 年 6 月 15 日から 25日及び８月 5 日から７日、ウルガン湾地区

については 1998 年７月 17 日から 29 日までの期間で各地区ごとに各々４名ずつを対象に実施

された。

(2)　航空写真の判読基準

航空写真の判読基準に係る OJT は、航空写真の主点の求め方とその移写方法、写真基線の記

入方法、立体視鏡の使用方法等に基づく航空写真の立体視の方法、林況等に基づく林小班界の

線引き方法、現地照合の方法等について実施された。NAMRIA 事務所で 1998 年６月３日から 11

日、現地照合のためラモン湾地区で 1998 年８月３日から４日まで、16名を対象に実施された。

(3)　航空写真の本判読

航空写真の判読に係る OJT は、林小班界の最終確認、樹冠疎密度等の林況を最終確認、航空

写真の判読を通じた森林簿の記載方法について実施された。NAMRIA 事務所で 1998 年 11 月４日

から 20日まで、５名を対象に実施された。

1-9-4　GIS のデータ処理

　GIS のデータ編集に関する OJT は、データ入力の準備及びデータ入力の方法について 1998 年

11 月 25 日から 12 月 22 日までの期間、NAMRIA 職員２名に対し、同機関で行われた。データ入

力の方法についての OJT は、骨格情報の入力、入力データの第１次構造化、プロット出力、入

力データのチェック、土地利用、小班界の入力、注記等その他データの入力の工程にもとづ

き実施された。
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